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〔地域公共交通利便増進計画〕

「地域公共交通計画」で定められた『利便増進事業』を対象として、

利用者の利便増進に向けて路線等の再編や事業内容の変更など

を検討
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■１．地域公共交通計画と利便増進計画利便増進計画の位置づけ

〔地域公共交通計画〕
• 「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らか

にする「マスタープラン」

• 既存の公共交通サービスに加えて、必要に応じて地域の多様な

輸送資源も活用して、持続可能な地域公共交通の提供を確保

※【利便増進事業】地域公共交通の利用者の利便を増進するため路線等の編成
や事業内容の変更、等間隔運行や定額制乗り放題運賃の設
定等を行う事業

「合志市地域公共交通
計画」で定められた
『利便増進事業』

施 策 取組内容

施策1-1
レターバス、乗合タクシー運行
範囲の見直し

運行範囲の見直し

施策1-2 レターバス運行ルートの見直し 運行ルートの見直し

施策1-3 乗合タクシー運行形態の見直し 運行体系の見直し

合志市地域公共交通計画・・・令和６年３月策定

令和６年度は、合志市地域公共交通利便増進計
画を策定します

《合志市では３つの施策が「利便増進事業」の対象》

合志市地域公共交
通計画 Ｐ82抜粋



検討項目
令和６年 令和７年

6月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

STEP
①

レターバス・乗合タクシー利用

状況の詳細分析

コミュニティ交通の確保に向

けた基本方針の検討

STEP
②

路線定期（定時定路線）で対応

すべきエリアの抽出

STEP
③

路線定期運行ルート等の検討

STEP
④

運行計画の概略検討

STEP
⑤

運行計画の詳細検討

STEP
⑥

合志市地域公共交通利便増進

計画の策定

■協議会

■市民意見の聴取

■関係機関協議
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■２．検討スケジュールについて

大きく３段階で
合意形成を推進

作業部会協議会 作業部会 作業部会 協議会

市民座談会

計画案 計画

パブリックコメント

交通事業者（個別） 交通事業者 運輸支局 運輸支局

•レターバス運行計画

•乗合タクシー（路線定

期）運行計画

•乗合タクシー（その他）

運行計画

•レターバス運行計画

•乗合タクシー（路線定

期）運行計画

•乗合タクシー（その他）

運行計画

•利用状況を改めて詳細に分析し、コミュニティ交通確保に向けた基本方針（どの程度

の需要があれば「路線定期」の移動サービスを確保するか 等）の検討・設定

•利用状況を改めて詳細に分析し、コミュニティ交通確保に向けた基本方針（どの程度

の需要があれば「路線定期」の移動サービスを確保するか 等）の検討・設定

•運行ルート等を検討

•また、各ルートで想定される需要を試算し、

車内乗車人員の最大値に着目して、バス車

両による対応の要否などを検討

•運行ルート等を検討

•また、各ルートで想定される需要を試算し、

車内乗車人員の最大値に着目して、バス車

両による対応の要否などを検討

•基本方針を検討・設定•基本方針を検討・設定
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■３．市民意見の聴取（市民座談会）について

座談会の目的

①運行計画（概略）の改善点の把握
②運行計画（詳細）の検討に向けた具体的な意見・要望の把握

●市民意見の聴取（市民座談会）の開催イメージ

開催時期 主な対象者 備 考

第１回

令和6年
9月下旬

市民全体(市内への通勤・通学者なども
含む）

市広報誌などを通じて、幅広く参加者を募集

第２～４回
見直しによる影響が大きいエリアの主
に既存公共交通利用者

公共交通の車両内や、対象エリアの自治会などを通
じて参加者を募集
公共交通でアクセス可能な時間・場所での開催を検
討

第５回
見直しによる影響が懸念される属性を
有する市民等

関係団体（PTA 等）を通じて参加者を募集

レターバス・乗合タクシーの運行計画（概略）を提示し、９月下旬に５回市民座
談会を開催予定
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